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徳島県個人情報保護審査会答申第１３５号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 個人情報開示請求

平成３１年３月○日，審査請求人は，徳島県個人情報保護条例（平成１４年徳島県

条例第４３号。以下「条例」という。）第１４条第１項の規定に基づき，徳島県知事

（以下「実施機関」という。）に対し，「Ｈ○年度の私と県が協議（伯父）名義の○○

川河川敷の川底の権利は無いと回答した，課内の協議及び，伺い書等の書類全部 漁

業調整課」の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成３１年４月２日，実施機関は，請求に係る保有個人情報を作成又は取得してお

らず，保有していないため，条例第２０条第３項の規定により請求拒否決定（以下「本

件決定」という。）を行い，審査請求人に通知した。

３ 審査請求

平成３１年４月４日，審査請求人は，本件決定を不服として，行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，実施機関に対して審査請求を行った。

４ 諮問

令和元年８月２７日，実施機関は，条例第４２条の規定に基づき，徳島県個人情報

保護審査会（以下「当審査会」という。）に対して，本件審査請求について諮問（以

下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

枉法行為を確認したため。
おう

２ 審査請求の理由

条例第２０条第３項の規定により次のとおり拒否と決定したが，本来，電話で回答

した内容の伺い書類を求めたものであり，出せ。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書を要約すると，本件決定の理由については次のとお

りである。
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(1) 平成３１年３月○日に審査請求人が県に電話をかけてきた際に，県担当者が○○

川の漁業権の扱いについて回答した。開示請求があった文書は，この回答をするに

当たり課内で協議，報告を行うために作成した文書等であると判断した。

(2) 実施機関では，この電話の回答に当たっては，課内の協議文書や報告文書等は作

成しておらず保有していない。

(3) 以上により，開示する文書が存在しないことから，条例第１５条第２号の「開示

請求に係る個人情報を保有していないとき。」に該当するため，条例第２０条第３

項により開示請求拒否とした。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件決定の妥当性について

実施機関は，本件請求に係る保有個人情報を保有していないと主張しているため，

以下，実施機関が行った本件決定の妥当性について検討を行うこととする。

(1) 本件請求に係る保有個人情報について

本件請求に係る個人情報開示請求書，審査請求書及び実施機関の弁明書の記述に

よると，本件請求に係る保有個人情報の内容は，平成３１年３月○日に審査請求人

が漁業調整課に電話をかけ，川底に伯父名義の土地があると審査請求人が主張する

○○川における漁業権の取扱いについて質問したことに対して，同課の職員が回答

するに当たって，課内での協議又は報告に供するために作成又は取得した書類並び

にその決裁文書であると解される。

(2) 本件請求に係る保有個人情報の保有の有無について

ア 実施機関によると，平成３１年３月○日に審査請求人が漁業調整課に電話をか

けてきた際，同課の職員が○○川の漁業権の扱いについての質問に回答したが，

その回答に当たって漁業調整課内での協議文書や報告文書等は作成されておら

ず，本件請求に係る保有個人情報は保有していなかったとのことである。

イ 審査請求人は，審査請求書で，「本来，電話で回答した内容の伺い書類を求め

た」と主張しているが，漁業調整課の職員は，審査請求人がかけてきた電話への

対応として発言するに至ったのであるから，事前に電話で回答した内容について

課内協議や決裁が行われていなくとも不自然ではない。

ウ また，審査請求人は，漁業調整課の職員が審査請求人の質問に回答したという

平成３１年３月○日に本件請求を行っていることから，本件請求時点で報告文書

等の作成が行われていなかったとしても不自然ではない。

エ 以上により，本件請求に係る個人情報を保有していないとする実施機関の説明

に，特段，不合理な点はなく，本件請求に係る保有個人情報について，文書を作

成又は取得しておらず，不存在であるとして行った実施機関の決定は妥当である。

２ 結論
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当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和元年８月２７日 諮問

令和４年３月１１日 審議 （第１４０回審査会）

同 年５月１３日 審議 （第１４１回審査会）

同 年６月１０日 審議 （第１４２回審査会）
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